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船舶事故調査報告書 

 

平成２４年１月１２日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年１２月１３日 １１時１５分ごろ 

発生場所 北海道函館市尾
お

札部
さつべ

漁港北北東方沖 

 尾札部港北防波堤灯台から真方位０２４°４８０ｍ付近 

 （概位 北緯４１°５３.９′ 東経１４１°００.９′） 

事故調査の経過  平成２３年２月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 美幸
みゆき

丸、０.９トン 

   ＨＫ３－１０３９８４（漁船登録番号）、個人所有 

   ６.５７ｍ（Lr）×１.７７ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、漁船法馬力数５０、昭和５９年１１月１６日 

Ｂ 漁船 第５坂井
さかい

丸、０.７トン 

   ＨＫ３－１１６９９９（漁船登録番号）、個人所有 

   ６.０３ｍ（Lr）×１.６９ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、漁船法馬力数３０、平成３年４月５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ２７歳 

   二級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成１６年７月１６日 

    免許証交付日 平成２１年７月１４日 

           （平成２６年７月１５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７５歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年１０月９日 

    免許証交付日 平成２０年７月７日 

           （平成２５年８月２５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 負傷 １人（甲板員） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過痕 

Ｂ 右舷船尾部係船柱の折損並びに船外機の破損及び脱落 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員１人が乗り組み、こんぶ漁を終えて尾札部漁

港へ帰港するため、同港北東方沖のこんぶ養殖施設（以下「本件施設」と

いう。）の北端へ向けて本件施設の北東方沖を西北西進中、船長Ａが、右手

で船外機のスロットルレバーを握って左舷船尾部に立って操船に当たり、

甲板員は、左舷船首部に船尾方を向いて腰を掛けていた。 
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 Ａ船は、本件施設の北端付近で左転し、針路を尾札部漁港に向ける南南

西とした際、船長Ａが、本件施設内で操業する複数のこんぶ漁船を視認し

たものの、ふだん、本件施設付近の西側海域には他船を見掛けないことか

ら水路には他船がいないと思い、約２５～３５㎞/h の対地速力で船首が浮

上して船首方に死角が生じた状態により南南西進中、右舷船首至近にＢ船

を視認したが、何もできないまま、平成２２年１２月１３日１１時１５分

ごろ、尾札部港北防波堤灯台から０２４°（真方位、以下同じ。）４８０ｍ

付近において、Ａ船の右舷船首部とＢ船右舷船尾部とが衝突し、甲板員が

後頭部及び背部に打撲傷を負った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、たこ箱漁のため、船首を北北西方に

向けて漂泊中、船長Ｂが、たこ箱施設の瀬縄が切れていることに気付き、

瀬縄の修繕には約２～３分で済むこと、また、Ｂ船は、本件施設から西方

に約３０～４０ｍの距離を離して漂泊していたため、他船が航行する場所

ではないと思って右舷船首部の揚網機付近に膝をつき、下を向いて瀬縄の

修繕作業に当たっていたとき、衝突の衝撃を受けた。 

 Ａ船は、自力で帰港したが、Ｂ船は船外機が海中に脱落して自力航行不

能となったため、僚船に横抱きされて尾札部漁港に帰港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  本件施設は、尾札部漁港の北東方沖に設置された平行四辺形型の施設で

あり、北端が尾札部港北防波堤灯台から０２３°約１,１００ｍ、南端が０

２９°約３５０ｍに位置し、両端間の長さは約７５０ｍであった。また、

両端間の西方に隣接して他のこんぶ等養殖施設が設置され、両施設間に

は、長さ約７５０～９００ｍ、幅約１２０～１８０ｍの水路が北北東方か

ら南南西方に向けて設けられていた。 

 船長Ａは、時折、水路内でＢ船が操業していることを知っていた。 

 Ｂ船は、船首を北東方に向けて漂泊していたところ、風の影響により北

北西方を向いた。 

 船長Ｂは、操業中は周囲の見張りを行い、他船が接近した際は自ら避け

るようにしていたが、本事故前にはＡ船の接近に気付かなかった。 

 Ｂ船は、以前から、水路内の同じ場所でたこ箱漁をしていたが、本事故

時は、約３か月ぶりの操業であった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

 Ａ船は南南西進中、Ｂ船は漂泊中、尾札部漁港

北北東方沖において、両船が衝突したものと考え

られる。 

 船長Ａは、Ａ船の船首が浮上して船首方に死角

が生じていたが、前路に他船はいないと思い込

み、適切な見張りを行っていなかったことから、

前路で漂泊中のＢ船に気付かなかったものと考え

られる。 

 船長Ｂは、瀬縄の修繕作業に意識を集中し、見

張りを行っていなかったことから、接近するＡ船
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に気付かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、尾札部漁港北北東方沖において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船が

漂泊中、船長Ａが適切な見張りを行わず、また、船長Ｂが見張りを行って

いなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・航行する際の船首浮上により船首方に死角が生じないように漁具等の

重量を配分し、死角を解消できない場合は、船首を左右に振るなどし

て適切な見張りを行って航行すること。 

 




